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大熊町役場
　大熊町大川原字南平 1717
☎０２４０- ２３- ７５６８（総務課）

会津若松出張所
　会津若松市インター西 111
☎０２４２- ２３- ４１２１

いわき出張所
　いわき市好間町下好間字鬼越 18
☎０２４６- ３６- ５６７１

中通り連絡事務所
　郡山市希望ケ丘 11-10
☎０２４- ９８３- ０６８６

広報

お知らせ版
2022年 2月 15日
発行 : 大熊町役場　総務課　秘書広聴係

おお
 くま

　特定復興再生拠点区域の避難指示解除が今年の春ごろに予定されており、これに係る住民説明会を
2 月 19 ～ 20 日に県内 4 か所で開催予定でしたが、国内における新型コロナウイルスの感染拡大に
伴い、延期することとしました。

　今後の開催日程については、広報おおくまおよび町公式ホームページでお知らせします。ご迷惑を
おかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

特定復興再生拠点区域避難指示解除に係る
説明会を延期します

問　大熊町役場　環境対策課　生活環境係
☎０２４０- ２３- ７８２９

町政懇談会質疑応答集を広報紙に同封しました

　令和３年 10 月～ 11 月に開催した町政懇談会での質疑応答を冊子にまとめ、今回の広報おおくま
2 月 15 日号に同封しました。ぜひご覧ください。

問　大熊町役場　総務課　秘書広聴係
☎０２４０-２３-７５６８
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　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方が、速やかに暮らしの支援
を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を支給します。
　また併せて、原油価格高騰による住民税非課税世帯への影響を緩和するため、原油高騰対応補助事業と
して暖房用灯油の購入費等を助成します。

住民税非課税世帯等の方に
臨時特別給付金、灯油購入費等助成金を支給します

問　大熊町役場 保健福祉課 福祉係 ☎０２４０- ２３- ７１９６

■対象世帯
　基準日（令和３年 12 月 10 日）に、町に住民
登録がある方で、次のいずれかに該当する世帯

①住民税非課税世帯

　世帯全員の令和３年度分住民税均等割が非課税
である世帯

②家計急変世帯

　令和３年度分住民税均等割が課税された方のい
る世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響
を受け、世帯全員の令和３年中の収入見込額が「住
民税均等割が非課税となる水準」以下である世帯

※①、②のいずれの世帯も住民税が課税されてい
　る方の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
■給付金額
　【臨時特別給付金】１世帯あたり 10 万円
　【灯油購入費等助成金】１世帯あたり５千円
※灯油購入費等助成金の対象は、①に該当する世
　帯のみです。
■給付時期
　２月中下旬より確認書の送付および申請書等の
受付を開始予定です。受付後、要件を確認し、順
次支給します。給付時期は、３月下旬の予定です。

■手続き方法
①住民税非課税世帯
　町から対象となる可能性がある世帯の世帯主
の方に２月中下旬を目途に確認書を送付予定で
す。必要事項を記入後、必要書類を添付の上、
同封の返信用封筒でご返送ください。
※灯油購入費等助成金は、令和３年度の町単独
　事業のため、令和４年３月 31日（木）まで
　に申請してください（3月31日の消印有効）。
　４月１日（金）以降の申請については支給と
　なりませんので、ご注意ください。
②家計急変世帯
　家計急変世帯に該当する可能性のある世帯の
方は、町公式ホームページまたは町専用コール
センターから申請書・申立書を取得して、令和
４年９月 30 日（金）までにご提出ください。
　町公式ホームページおよび町専用コールセン
ター、申請窓口で２月中下旬に申請書・申立書
を掲載・配布予定です。

※扶養や所得等の確認・審査により対象外とな
　る場合があります。
※①、②どちらかでの申請・給付となります。
　給付を受けた世帯の世帯員は、再度支給を受
　けることはできません。

■問い合わせ先
　町専用コールセンター
　☎０１２０- ２２２- ３４８
　（受付時間：平日の午前９時～午後５時）

【制度についての問い合わせ先】
　内閣府コールセンター
　☎０１２０- ５２６- １４５
　（受付時間：午前９時～午後８時（土日祝日含む））

　給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐
取にご注意ください。
　支給にあたり、ＡＴＭの操作や現金の振
込をお願いすることは絶対にありません。
　 不 審 な 電 話 や 郵 便 物 が あ っ た 場 合
は、最寄りの警察署や警察相談専用電話

（＃９１１０）に連絡してください。
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問　大熊町役場　住民課　住民係　☎０２４０- ２３- ７１４６

　東日本大震災以降に生まれたお子さんと、婚姻により転入された方に対して、次世代避難者支援補助
金の申請書を昨年７月に郵送しました。申請がお済みでない方は必要事項を記入後、必要書類（※）を
添えて同封の返信用封筒で住民課へ申請してください。
　なお、ご自身の申請状況の確認や、申請書の記入方法など、ご不明の点は住民課住民係までお問い合
わせください。
※必要書類：通帳見開きページの写し、婚姻により転入された方で本籍地が大熊町以外の方は戸籍謄本

次世代避難者支援補助金の申請はお済みですか

■対象者
　次のいずれかに該当する方で基準日（各対象年
度の 4 月 1 日）に大熊町に住所を有している方
・2011（平成 23）年 3 月 12 日以降に生まれ
　たお子さん（出生後転入者は対象外）
・2011 年 3 月 12 日以降に結婚し、大熊町に転
　入された方（夫婦どちらかが初婚で、配偶者は
　大熊町サポート補助金の対象者）
※大熊町・双葉町生活サポート補助金の対象者は
　該当しません。

■申請者
・婚姻により転入された方は補助金対象者
・補助金対象者が出生者の場合は保護者
※申請者本人の口座に振り込みます。
■実施期間
　大熊町生活サポート補助金対象年度まで
■補助金額
　各年度５万円
■申請期限
　＜令和３（2021）年度分事業＞
　令和４年３月 31日（木）まで

問　大熊町役場　住民課　住民係　☎０２４０- ２３- ７１４６

交付申請書に記載の住所について
　広報おおくま 12 月 15 日号でお知らせした、マイナンバーカードの交付申請書については、先月中
旬に発送しました。手続きの都合上、お送りした交付申請書には平成 27 年の避難先住所が印字された
ため、お送りした避難先住所と相違のある場合がありますが、申請書はそのままご使用いただけます。

申請の際にご持参いただくもの
　申請の際は、

（1）個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行 / 更新申請書
　　（申請書には顔写真を貼る必要があります。）

（2）本人確認書類（運転免許証等 1 点または顔写真がない書類の場合 2 点以上必要です。）
（3）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ。）
（4）通知カード（紛失された場合は不要ですが、窓口で紛失届をご記入ください。）
をご持参ください。詳しくはお問い合わせください。

　申請書に同封のご案内には (4) 通知カードの記載がございませんでした。ご心配、ご迷惑をおかけし
ましたことお詫び申し上げます。

【お詫び】マイナンバーカード申請書の送付について
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　大熊町に住民票のある方で 2 回目接種を終了した順に、段階的に「新型コロナワクチン（3 回目）接種券」を発
送しています。現時点で町に届け出のある避難先（送付先）に送付していますので、次の接種時期を確認し、ご自
身の接種時期になっても、まだお手元に接種券が届いていない場合は大熊町新型コロナワクチン接種コールセンター
（☎０１２０- ２０５- ８０８）までご連絡ください。

当日のワクチン接種について
○体調がすぐれないときは無理せず、必ず予約キャン
　セルの連絡をお願いします。
○接種しやすいように脱ぎ着がしやすい服装でお越し
　ください。
■当日の持ち物
・接種券付き予診票（事前に記入してご持参ください。）
・予防接種済証（接種券に同封されています。）
・住所地外接種届出済証（町外で接種される方のみ。）
・本人確認書類（健康保険証、運転免許証、マイナンバー 
　カードなど）
・お薬手帳（お持ちの方）

町内接種の予約方法（３月分）
【集団接種】
①コールセンターに電話で予約する
■予約受付開始日　２月 21日（月）午前９時～
■接種会場　大熊町住民福祉センター（大川原字南平 1920-1）
■申込先　　大熊町新型コロナワクチン接種コールセンター
　　　　　　☎０１２０－２０５－８０８
　　　　　　受付時間：午前９時～午後５時　（土日祝日は除く）
②接種日を決める（定員：予約枠１日あたり約 100 人）

予約枠 追加（３回目）接種日 使用ワクチン
１ ３月９日（水） ファイザー
２ ３月 10日（木） モデルナ
３ ３月 16日（水） ファイザー
４ ３月 17日（木） モデルナ

③接種時間を決める
　午前 10 時 30 分～／午前 10 時 45 分～／午前 11 時～／午前 11 時 15 分～／午前 11 時 30 分～
　午後１時 30 分～／午後１時 45 分～／午後２時～／午後２時 15 分～／午後２時 30 分～

【１・２回目接種をご希望の方】　1・2 回目の接種がお済みでない方はコールセンターにご相談ください。
■対象者　12 歳以上の未接種者
■申込先　大熊町新型コロナワクチン接種コールセンター　☎０１２０－２０５－８０８
　　　　　受付時間：午前９時～午後５時（土日祝日は除く）
※接種日等についての詳細は調整してご連絡します。

※接種日によってワクチンの種類が異なります。予約
　時に確認してください。
※予約人数によっては日程を調整する場合もあります。
※２回目接種を終了した日から、ご自身の接種できる
　時期を確認の上、お申し込みください。

町外で接種を受ける方へ
　接種予約時期や接種までの流れについて
は各自治体によって異なります。
　接種券が届いてもすぐに予約ができない
場合がありますので、必ず避難先自治体の
広報紙や公式ホームページ等で最新の情報
を確認してから予約してください。
　接種券に同封の「住所地外接種届出済証」
があれば避難先で接種ができます。ワクチ
ンの供給量は避難先でも十分に確保されま
す。冬場の事故防止や感染拡大防止の観点
からも、避難先での接種にご協力ください。
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新型コロナワクチン追加（３回目）接種の予約について

よくある質問（Q&A)

Ｑ：1・2回目とは異なるワクチンを使用（交互接種）しても大丈夫でしょうか？
Ａ ： 追加接種に使用するワクチンはｍＲＮＡワクチン（ファイザー社または武田 / モデルナ社）です。どち
　　らも薬事承認され安全性が確認されているワクチンを使用します。
　　また、異なるワクチンを使用しても抗体価が十分上昇することも報告されています。
　　※武田 / モデルナ社のワクチンは初回接種の半量を接種します。

追加（３回目）接種の対象者と接種時期

■対象者　2回目接種を終了した日から、一定期間（※表１の期間）が経過した 18歳以上の方

対象者
接種時期

2022年２月 2022年３月

①
医療従事者等や高齢者施設
等の入所者等従事者

６か月

② ①以外の高齢者（65歳以上） ７か月 ６か月

③ 64 歳以下の方 ８か月 ７か月

◎2 回目接種を終了した順に、段階的に「新型コロナワクチン（3 回目）接種券」を発送します。ご家族や 
　同年齢の方でも 2 回目の接種日によりお知らせの到着が異なります。
◎他自治体で 2 回目を受けた後に町へ転入された方は、接種券発行の申請が必要です。該当する方はコール 
　センターへご連絡ください。

問　大熊町役場　保健福祉課　保健衛生係　☎０２４０- ２３- ７４１９

Ｑ：10 代・20 代の男性はワクチン接種後に心筋炎・心膜炎を起こしやすいのですか？
Ａ：ファイザー社と武田／モデルナ社のワクチン接種後に、ごくまれに、10 代・20 代の男性の２回目の接
　　種後４日程度の間に心筋炎・心膜炎を発症した事例が報告されています。
　　ファイザー社のワクチンに比べて、武田／モデルナ社のワクチン接種後の心筋炎・心膜炎を疑われる報
　　告の頻度が高いことから、十分な情報提供の上、ファイザー社のワクチンも選択できます。
　　（なお、本人が希望する場合は、武田／モデルナ社ワクチン接種も可能です。）
　　ご本人や保護者の方も納得した上でワクチンを選択してください。

（参考　厚生労働省ホームページ　「新型コロナワクチンＱ＆Ａ）」より）

　感染拡大防止の観点から
国の方針により、追加接種
の接種時期が次のとおり前
倒しされることとなりまし
た。お住まいの自治体によっ
ては、さらに前倒しされる
場合があります。必ず２回
目接種終了後６か月の間隔
をあけて接種してください。

【表１】対象者ごとの一定期間
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問　大熊町役場　復興事業課　復興係　☎０２４０- ２３- ７０６８

　１月 19 日（水）大熊町役場において、大熊町都市計画審議会を開催し、富岡都市計画大熊公共下水
道の変更案を同審議会に諮問し、同意の答申を受けました。
　また、２月２日（水）に同変更案を大熊町復興整備協議会に付議し、同意されたことから、２月４日

（金）に復興整備計画を公表し、同日都市計画変更の告示を行いました。
　この変更に係る図書については、復興事業課で縦覧できます。

下水道の都市計画を変更しました
（富岡都市計画大熊公共下水道）

問　大熊町役場　復興事業課　復旧係　☎０２４０- ２３- ７０１９

　平成 30 年から工事に着手した国道 288 号野上小塚バイパス（全長 2.1km）のうち、トンネル区間
を除く 0.8km が２月 25 日（金）に開通します。
　開通後は急カーブが解消され、安全でスムーズな走行ができるようになります。

　トンネル区間は令和４年度早期の全線開通に向け、現在残っているトンネル内の防災・照明設備など
を取り付ける作業が行われています。引き続き工事へのご理解・ご協力をお願いします。

国道 288号野上小塚バイパス
１・２工区が開通します

至 双葉

至 郡山

至 川内

国道２８８号

）

至 双葉

至 双葉

至 郡山

至 郡山

野上小塚バイパス（全長2.1km）
１・２工区 ３工区

旭ヶ丘橋（完了）

万右エ門橋（完了）

中屋敷トンネル
（防災・照明設備施工中）

楓沢橋（完了）

２月25日（金）開通



7

　町は、令和 3 年 9 月、二酸化炭素の排出をゼロにする「ゼロカーボン」を推進することにより
町の復興を促進していくことを目指し、「大熊町ゼロカーボンの推進による復興まちづくり条例」
を制定しました。

　同条例では、「町内に事業所を有する事業者は、毎年度、別に定める様式により、事業活動に伴
うエネルギーの消費量等について、町長に報告しなければならない」とされています。

　この規定は令和４年 4 月 1 日から施行されます。施行に先立ち、報告の対象となる町内に事業
所を有する事業者向けの説明会を開催します。事業者の皆さまのご参加をお願いします。

町内事業者向け
「エネルギー使用量報告制度」に係る説明会を開催します

問　大熊町役場　ゼロカーボン推進課　☎０２４０- ２３- ７５９７

時　２月21日（月）
　午後１時～３時
場　町交流施設 link る大熊　多目的ホール
　（大熊町大川原南平 1207-1）
　※オンライン（ZOOM）併用開催。
対　町内に事業所を有する事業者の皆さま
定　会場は先着 50 人
　※オンラインは定員数なし。

　ＮＴＴ電話交換機のメンテナンス工事に伴い、
一時的に１１９番通報ができない時間帯が発生し
ます。
　１１９番通報の際は、携帯電話またはＮＴＴ東
日本以外の固定電話（ＩＰ電話）をご利用くださ
い。
　なお、利用できない時間は約３分程度となりま
すが、通話中に切断されることはありません。

ＮＴＴ電話交換機の工事による１１９番通報への影響について
問双葉地方広域市町村圏組合消防本部　☎０２４０- ２５- ８５６１

消防署から

申　必要。
※ zero-carbon@exri.co.jp 宛にメールで、
　①社名
　②参加者名（複数人いる場合は全員分）
　③参加方法（会場または WEB 会議）
　④連絡先（電話番号およびメールアドレス）
　を明記の上、お申し込みください。
※ WEB 参加希望の事業者については、お申し
　込み後、ZOOM ミーティングの URL を返信
　します。

■日時
　３月４日（金）
　午前１時から午前２時までの間（約３分程度）
■対象
　一般固定電話、ISDN 電話、NTT ひかり電話
■対象範囲
　広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、
　双葉町、浪江町、葛尾村
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お
お
く
ま
ま
ち
３
・
11
の
つ
ど

い
実
行
有
志
の
会
が
主
催
す
る
町

民
行
事
。
東
日
本
大
震
災
で
犠
牲

に
な
ら
れ
た
皆
さ
ま
に
哀
悼
の
意

を
捧
げ
る
と
同
時
に
、
防
災
、
減

災
の
教
訓
を
忘
れ
去
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
再
認
識
を
促
す
た
め
の

催
し
を
行
い
ま
す
。

時
　

３
月
11
日
（
金
）

　
午
後
２
時
26
分
～

場
　

大
熊
町
役
場
前
広
場

申
　

不
要
。
ご
自
由
に
参
加
く
だ
さ
い

　
（
マ
ス
ク
、
手
洗
い
、
消
毒
等

　
の
コ
ロ
ナ
対
策
を
し
た
上
で
ご

　
参
加
く
だ
さ
い
。）

問
　

大
熊
町
復
興
支
援
員

☎
０
７
０
（
５
５
８
１
）
５
９
３
９

☎
０
２
４
０
（
23
）
７
１
０
１

　

(

平
日
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時)

内
　

総
会
＆
山
椒
家
小
粒
師
匠
の

　
落
語
会
（
弁
当
付
き
）

時
　

３
月
12
日
（
土
）

　
午
前
10
時
～

場
　

町
交
流
施
設
link
る
大
熊

　
多
目
的
ホ
ー
ル

※
小
粒
師
匠
の
落
語
は
午
前
10
時

　
40
分
か
ら
の
予
定
。
落
語
会
の

　
み
参
加
も
で
き
ま
す
。

費
　

２
０
０
円

定
　

先
着
60
人

対
　

大
熊
町
民
の
皆
さ
ん

申
　

必
要

問
　

大
熊
町
復
興
支
援
員

☎
０
７
０
（
５
５
８
１
）
５
９
３
９

☎
０
２
４
０
（
23
）
７
１
０
１

　

(

平
日
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時)

内
　

温
泉
で
総
会
（
食
事
付
き
）

時
　

３
月
15
日
（
火
）

　
午
前
10
時
30
分
～

場
　

い
わ
き
・
ホ
テ
ル
塩
屋
㟢

　
（
い
わ
き
市
平
豊
間
兎
渡
路

　
１
６
４
）

※
現
地
集
合
、
送
迎
バ
ス
は
あ
り

　
ま
せ
ん
。

対
　

大
熊
町
民
の
皆
さ
ん

費
　

１
０
０
０
円

定
　

先
着
30
人

申
　

必
要

☎
０
９
０
（
１
４
９
３
）
５
３
５
７

　
（
永
岡
和
行
）

☎
０
９
０
（
３
６
４
５
）
２
７
６
５

　

(

伊
東
光
子
）

内
　

な
り
た
温
泉
総
会
（
食
事
ま
た

　
は
弁
当
付
き
）

時
　

３
月
16
日
（
水
）

　
午
前
10
時
30
分
～

場
　

郡
山
・
な
り
た
温
泉

　
（
郡
山
市
安
積
町
成
田
車
川
原

　
27
）

※
送
迎
バ
ス
は
、
午
前
10
時
大
熊

　
町
役
場
中
通
り
連
絡
事
務
所
出

　
発
予
定
。

対
　

大
熊
町
民
の
皆
さ
ん

費
　

５
０
０
円

申
　

必
要

期
　

２
月
28
日
（
月
）

☎
０
９
０
（
８
４
２
３
）
６
５
１
５

FAX
０
２
４
（
９
５
４
）
８
８
７
８

　
（
斎
藤
重
征
）

☎
０
９
０
（
９
６
３
３
）
９
２
３
８

　
（
片
倉
荘
次
）

内
　

総
会

時
　

３
月
27
日
（
日
）

　
午
前
10
時
～

場

 

渡
辺
宅(

い
わ
き
市
山
田
町
）

費

 

無
料

対
　

大
熊
町
民
の
皆
さ
ん

申

 

必
要

☎
０
９
０
（
７
３
２
６
）
７
４
４
４

　
（
事
務
局
・
石
田
和
枝
）

内
　

総
会
・
食
事
会

時
　

３
月
29
日
（
火
）

　
正
午
～

場
　

勿
来
温
泉 

関
の
湯

　
（
い
わ
き
市
勿
来
町
関
田
須
賀

　
１
の
４
）

※
送
迎
バ
ス
は
午
前
11
時
い
わ
き

　
市
泉
公
民
館
駐
車
場
出
発
予
定
。

費
　

１
０
０
０
円

　
（
入
浴
希
望
者
は
別
途
自
己
負
担
）

定
　

先
着
30
人

対
　

大
熊
町
民
の
皆
さ
ん

申
　

必
要

☎
０
９
０
（
５
１
８
８
）
８
１
６
３

　
（
宮
本
明
）

大
熊
町
い
わ
き
会

大
熊
町
山
田
会

お
お
く
ま
い
わ
き
友
の
会

お
お
が
わ
ら
会

新型コロナウイルス感染拡大防止のための
イベント参加の心得

・体調が悪い場合は参加を見送りましょう。
・マスクを着用しましょう。
・２ｍの間隔をあけましょう。
・検温をしましょう。
・手指の消毒をしましょう。

　新型コロナウイルス感染
拡大の影響で、各種イベン
トが中止となる場合があり
ます。ご了承ください。

お
お
く
ま
中
通
り
会

３
・
11
の
つ
ど
い

関東大交流会 in 帝国ホテル　中止のお知らせ
　２月 27 日（日）に開催を予定していた「関東大交流会 in 帝国ホテル」
は、新型コロナウイルスの感染急拡大を受け、中止します。今後の感染
状況を踏まえ、町民の皆さんが親睦を深める企画を進めてまいります。

問　大熊町復興支援員　☎ 070-5581-5939 ／ 0240-23-7101
　（受付時間：平日の午前 9 時～午後５時）

　開催については、各イベ
ントの主催者にお問い合わ
せください。


